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申請・問合先　市高齢・介護室医療給付係
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　市・道民税非課税世帯の方が入院する場合に、減額認定証を医療機関の窓口に提示することで、
入院時の医療費が自己負担限度額までになり、食事代も減額になります。
　なお、減額認定証を提示しなかった場合は、減額することができませんので、入院前や入院期
間中に、医療機関の窓口に必ず提示してください。
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４４,４００円�８０,１００円＋（医療費－
２６７,０００円）×１％

４４,４００円現役並み所得者

４４,４００円１２,０００円一　　般

２４,６００円
４８,０００円

区分Ⅱ市・道民税
非課税世帯 １５,０００円区分Ⅰ

※４回目以降…過去１２か月に３回以上高額療養費の支給を受けた場合、４回目以降
の限度額は減額されます。
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３２０円

 ４６０円� ２６０円現役並み所得者、一般

 ２１０円

 ２１０円９０日までの入院
区分Ⅱ

市・道民税
非 課 税
世 帯

１６０円過去１２か月で９０日を
超える入院

 １３０円

１００円

世帯全員の所得が０円
の方（公的年金収入の
みの場合、８０万円以下）区分Ⅰ

   ０円 １００円老齢福祉年金を受給さ
れている方

※一部の医療機関では、１食の食費が４２０円になる場合があります。

　現在使用している減額認定証は、７月３１日で有効期限が満了となります。
平成２２年６月３０日までに減額認定証の交付を受け、平成２２年度も市・道民
税非課税世帯の方は、減額認定証の更新手続きが不要になりましたので、７
月中に新しい減額認定証を送付します。
　なお、６月３０日までに減額認定証の交付を受けていない場合は、減額認定
証が送付されませんので、手続きが必要になります。
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